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要旨 

本稿では全国の郊外都市に導入可能な管理不全空き家の解消と発生予防政策の立案を目

指す。この大きな目的は、空き家問題を解消しつつ、今後の人口減少に対応した持続可能

な都市を実現する政策を提言することである。 

本稿では、空き家問題の中でも地価や環境、治安に悪影響を与えており適切な対策が必

要である管理不全状態の空き家（以下、管理不全空き家）に着目した。 

本稿の分析では、まず分析 1 として管理不全指標を細分化したうえで管理不全空き家が

地価に与える影響を推計し、強い影響を与える変数を明らかにした。これより、管理不全

指標の中でも、「窓ガラスの破損やその他破損」といった管理不全指標をもつ住宅の割合

が高い場合、その地区の地価を有意に下げることが分かった。次に分析 2 として、住宅利

活用要素を細分化したうえで住宅利活用要素が住宅の管理不全状態に与える影響を推計し

た。これより、住宅利活用要素のなかでも道路の傾斜がある場合や駐車場スペースがない

場合、その住宅が管理不全状態になる傾向があることが分かった。 

この結果を踏まえ、「窓ガラスの破損およびその他破損」に着目した空き家法への固定

資産税の軽減措置解除基準の追加、特定空家等への行政措置に対する補助増額、「道路と

の傾斜および駐車場スペース」を考慮した公営住宅建設の際の覚書作成および新築住宅を

建設する住民への周知が必要であると結論づけた。 

第 1 章 現状分析 

第 1節 管理不全空き家の概要 

 少子高齢化と人口減少により空き家の数は急激に増加しており、空き家問題は人口減少

問題と併せて喫緊の課題である。空き家の問題点はその数が全国的に増加している点と管

理不全空き家が存在している点にある。 

 

 空き家数増加について、2018 年度の土地・住宅統計調査によると空き家率は 13.6%で過

去最高を記録した。1968 年から 2018 年までの空き家率の推移は図 1 の通りである。適正

な空き家率に関する定量的な指針が示されているものではないが、一貫して空き家率が増

加していること、また 13%以上もの住宅が空き家であるという現状は、経済的損失や国土

利用、資源の観点から望ましくない。空き家数増加の要因は、住宅用地が固定資産税や都

市計画税の軽減措置対象となるため空き家を解体すると先の税が高くなってしまう可能性

があり空き家を解体しないこと、相続による共有化により空き家の売却が困難になること、

莫大な空き家解体費用、中古住宅市場の脆弱性などである。  
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図 1 空き家数及び空き家率の推移ー全国（1968年～2018年） 

  
総務省統計局（2019）より筆者作成 

 

 管理不全空き家について、2018 年 10 月 1 日における日本の総住宅数は 6240 万 7 千

戸である（総務省統計局, 2019）。そのうち、2022 年 3 月 31 日時点までの管理不全

空き家および特定空家等の状況は図 2 の通りであり、これまで空家法の措置や市町村

の取組により除却や修繕等がなされた管理不全空き家の数は 14 万件以上である（国土

交通省, 2022）。 

 

図 2 市区町村の取組による管理不全空き家の除却等の状況 

 
国土交通省（2022）より筆者作成 
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 先に述べた空き家数の増加と管理不全空き家の諸影響について、管理不全空き家は周辺

地域の地価や環境、治安に悪影響を与えている。またその母数が増加しているためそれら

の影響も拡大していく可能性がある。 

 

 管理不全空き家は地価に悪影響を与えているため、経済的側面を理由として、空き家問

題の中でも特に重要視すべきであり適切な対策が必要であると考える。今すぐに対策を行

い管理不全空き家および空き家の数を減らさなければ、将来人口が減少した際に、地価下

落も相まって税収等から十分な財源を確保することが難しくなる。そのため、人口減少対

策や空き家対策への財源を十分に確保することが不可能となり、人口減少、空き家増加、

財源難、人口減少...という負のスパイラルに陥ると考えられる。結果、地方経済の自立

および持続可能な都市の実現は難しくなる。そしてこの問題は、現段階で一定数以上の人

口を抱えており、ニュータウンや密集する宅地を複数抱えるような都市でより深刻化する

と考える。 

第 2節 空き家対策の概要 

 以下では、現行の政府や自治体による空き家対策について述べる。また、比較のため海

外の空き家対策についても述べる。 

 

 政府による対策について、2018 年に政府は、適正に管理されない空き家等が周辺の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に「空家等対策の推進に関する特別措置法

（空き家法）」を制定した。特徴として、空き家対策に取り組む主体を市区町村と定めた

点、市区町村が固定資産税の課税情報等を必要な限度において行政内部で利用することが

可能となった点、特定空家等に対して、市区町村長が助言・指導、勧告、命令、代執行が

できるようになった点、所有者不明の空き家については、市区町村長が公告を行なった上

で略式代執行ができる点が挙げられる（五島, 2019）。 

 空き家法に加え、空き家に関する自治体の施策に対し国が設けている制度として、空き

家の実態把握調査の支援、空き家の適正管理のための窓口の設置、空き家再生等推進事業、

空き家対策総合支援事業の 4つが挙げられる。概要は表 1の通りである。 
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表 1 政府・国による政策 

 
国土交通省（2019）、五島（2019）、福田（2013）、国土交通省（n.d.）より筆者作成 

 

 自治体による対策について、福田（2013）は空き家に関する条例の制定と自治体による

老朽空き家の撤去施策に分けて整理している。 

  空き家に関する条例の制定について、埼玉県所沢市は 2010年に「所沢市空き家等の適

正管理に関する条例」として空き家問題に特化した全国初の条例を制定した。この条例は、

空き家の所有者に対してその適切な管理を義務づけ、地域の防犯と生活環境の保全を目指

すものである。また、その義務が履行されていない場合、市長が所有者に対して指導や命

令を行なうことを規定している。さらに、所有者が命令に従わない場合には、その氏名等

を公表するなど一定の制裁的措置も盛り込んでいる。同条例は多くの自治体の注目を集め、

2011年以降、同じように空き家問題に特化した条例が相次いで制定されている。 

 老朽空き家の撤去施策について、福田（2013）は以下の 4つの自治体の対策を代表的な

事例として紹介している。概要は表 2の通りである。 
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表 2 自治体による老朽空き家の撤去施策 

 
福田（2013）、内閣府（2016）、大仙市（2021）、長崎市（2021）、長崎市（2022a）、

長崎市（2022b）、見附市（2021）より筆者作成 

 

 新潟県見附市は、固定資産税の軽減措置を解除することにより、空き家の所有者による

自発的な取組を促す施策を行なっている。また同市は、「見附市空き家等の適正管理に関

する条例」を制定し、この中で、実態調査により適正な管理が行われていないと判定した

空き家を、老朽空き家として認定する（認定空き家）制度を設けている。同制度は、この

認定空き家に対し、住宅が建設されている土地への固定資産税の軽減措置を解除するもの

である。ただし、認定空き家の所有者は、自然災害等の緊急時に市が行なう安全措置に対

する同意書を提出することにより、軽減措置の適用解除が 2年間猶予される。このため、

この期間内に空き家の撤去を進めることが期待される。 
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 海外での対策について、本稿ではアメリカ・イギリス・ドイツでの事例を紹介する。概

要は表 3の通りである。 

 

表 3 海外の空き家対策事業 

 
 前根, 他（2010）、倉橋（2013）より筆者作成 

 

 前根, 他（2010）は、アメリカにおいて先進的な空き家対策を行なっている自治体とし

てミシガン州フリント市とオハイオ州ヤングスタウンを挙げている。 

 フリント市では固定資産税を払えなくなった人への救済措置、また土地や建物の管理を

目的として、ランドバンクが設立された。ランドバンクは放棄された物件を手に入れ、精

査の上で解体か再利用かを決定する。解体された物件は緑地やコミュニティスペースなど

に転換されている。また固定資産税を払えないという申告があった物件については、払え

るよう援助・指導を行なっている。ランドバンクの制度によって、投機目的の住宅取得に

よる地域の改善や計画の妨げを予防することが可能となる。 

 ヤングスタウンでは人口が最盛期の 17万人から 8万人に減少したことを受け、行政・

市民・ヤングスタウン州立大学が協働で「ヤングスタウン 2010」という都市計画を作成し

た。居住地の取り壊しを積極的に行い、縮小型都市への転換を図っている。 

 以上に見た海外の空き家対策と比較した時、日本の空き家対策には空き家対策と都市全

体の再開発を同時に行なう事例がないことがわかる。コンパクトシティへの転換で成功を

納めた自治体はいくつか存在するものの、それは空き家対策と同時並行で進められたもの

ではない。 
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 現在、日本では先述した空き家対策が政府や自治体によって行なわれているが、空き家

対策は全国的導入には至っていない。理由として、財産権との衝突、モラルハザードによ

る空き家の放置、必要性が感じられない、事務負担や費用の増加が挙げられる。また、現

状の空き家対策は対症療法的であり、海外と比較すると、今後増加すると考えられる管理

不全空き家の発生予防や魅力的なまちづくりという観点が欠けている。そのため、管理不

全空き家への適切な対策に関する議論が重要である。 

 

よって、本稿では空き家問題の中でも管理不全空き家に着目し、その悪影響がより深刻

化すると考えられる全国の郊外都市に対して導入可能な管理不全空き家の解消と発生予防

政策の立案を目指す。 

第 2 章 先行研究と本稿の位置づけ 

第 1節 先行研究 

 管理不全空き家に関する研究は、「管理不全空き家等の外部効果」、「管理不全空き家

への対策の効果」、「空き家が管理不全になる要因」を分析したものに大別される。 

 

 管理不全空き家等の外部効果及び管理不全空き家への対策の効果を分析した研究として、

粟津（2014）などがある。粟津（2014）は、埼玉県所沢市の空き家を対象とした分析を行

ない、管理不全空き家が「老朽化建物毀損・飛散危険状態」であったり、条例による「命

令」が発動されていたりすると周囲の地価が低くなることを明らかにした。また、老朽空

き家の除去・解消を目的とした対策について分析を行ない、「罰則」は必ずしも効果的で

はなく、空き家を寄付することで除却費用を免除するような措置や、条例に基づいた「命

令」が老朽空き家を除却するのに効果的であると明らかにした。 

 

 空き家が管理不全である要因を分析した研究として、馬場, 他（2018）は、埼玉県川口

市の空き家を対象に、物件が持つ建物・周辺環境特性に加え所有者特性から空き家が管理

不全になる要因を分析している。結果、建物・周辺環境特性としては、築年数が経過する

ほど、また、4m未満の前面道路に接道しているとき、該当する空き家の管理不全傾向が高

まることを明らかにした。そして、所有者特性としては、所有者宅から空き家までの距離

が遠い場合、前居住者死亡により空き家になった場合、また、空き家の所有者不明の場合、

該当する空き家の管理不全傾向が高まることを明らかにした。 

第 2節 先行研究の限界と本稿の位置づけ 

 上記の研究は埼玉県や一部の自治体を対象とした研究に限定されている。ゆえに、先行

研究の分析をより一般化する、また地域差による影響を受けない政策提言を行うことを目

的として、似た条件の他の都市を分析対象とすることとした。 
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 先行研究で対象とされた埼玉県川口市は、東京都に接する東京大都市圏のベッドタウン

として人気の都市の一つであるが、似た環境の都市として、関西圏では大阪府豊中市、兵

庫県西宮市などが存在する。その中で、今回は特に大阪府茨木市に焦点を当て分析を行う。 

 本稿では、茨木市から提供いただいたデータを基に、「管理不全空き家等の地価への影

響」と「空き家の管理不全要因」の分析を行なう。また、管理不全な状態や住宅の利活用

要素の種類を細分化し、与える影響がより強い変数を明らかにすることができる。以上が

本稿の新規性である。先行研究及び本研究で得た結果を元に、一部にとどまらず全国の郊

外都市に施行可能な管理不全空き家に対する施策の提言が可能であると考える。 

第 3 章 理論・分析 

第 1節 茨木市について 

 本分析を行なうにあたり、大阪府茨木市から空き家に関するデータを提供いただいた。

茨木市の人口は 284,320人（2022年 8月 31日現在）であり、近年微増傾向が続いている

が、将来的には全国的な傾向と同じく減少傾向に転じていくとみられている。北部は無秩

序な市街地の拡大を抑制した都市計画により緑豊かな地域になっており、南部は JR茨木

駅と阪急茨木市駅間に中心市街地がある。 

 茨木市の空き家率は 9.7％であり、全国の 13.5％や大阪府の 14.8％と比べ低く、北摂 9

市町の中でも低い数値となっている（茨木市, 2017）。しかし、北部は一戸建て率が高く、

高齢化も進んでいるため、空き家増加が予想されており、近い将来、空き家問題が深刻に

なると考えられる（茨木市, 2022）。 

第 2節 茨木市空き家調査データ 

【空家実態調査結果一覧】 

 空家実態調査は、管理状態が不明である空き家等について当該地震による影響を含めた

建物等の実態を調査し、適切な管理の促進を図るものである（茨木市, 2019）。 

 調査対象は、茨木市内に所在する空き家等の建築物である。現地調査として空き家の敷

地、建物の各部分の状況について敷地外から外観調査を行なった。現地調査候補は事前調

査・準備を行い 2,543 件に絞っている。この調査の結果、1,147 件を「空家等と推定さ

れる物件」と判定した。調査項目は図 3の通りである。ここから、不良度判定及び利活用

の可能性判定を行なっている。 
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図 3 空き家等現地調査票 

 
茨木市（2019）より引用 
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【苦情相談一覧】 

 苦情相談一覧は、居住政策課に苦情・相談があった空き家の情報である。敷地・建物の

状況は現地確認しており、草木、瓦、外壁のように、主な相談箇所のみ記載している。ま

た、指導を行なったか否かも記載されている。 

第 3節 管理不全空き家の地価への影響分析 

第 1項 検証仮説と分析対象 

 大阪府茨木市を対象に、管理不全空き家が地価に与える影響を分析する。仮説は「管理

不全な状態をもつ住宅の割合が高いほど地価は下がる」である。分析の対象は 2018年に

おける茨木市全 169町の内、地価公示価格が示されていた 46町である。国土交通省

（2000）によると、「地価の公示は、相当数の標準地を選定しその価格について行うこと」

とされている。また選定の原則のひとつに、標準地が「当該区域体の地価水準をできる限

り代表しうるものである」というものがある。すなわち、使用する 46町の地価は、近隣

地域の標準的な画地での地価であるといえる。空き家実態調査から得られたクロスセクシ

ョンデータを使用し回帰分析を行なう。 

第 2項 分析モデル 

 分析手法は最小二乗法（OLS）を用いる。ロバスト回帰分析を行なう前に仮モデル式を

作成し、赤池情報量基準によるモデル選択を行なった。 

 なお、茨木市の空家実態調査の調査項目を説明変数に用いたが、互いに相関が強いと考

えられる変数があり多重共線性の恐れがあったため、一部を除いて分析を行なった。回帰

式は以下のようになる。 

𝑌𝑖 = 𝛼 +∑𝛽𝑘𝑀𝑖𝑘

𝑘

𝑛=1

+ 𝛾𝑋𝑖 + 𝜀𝑖#(1)  

（k=1,…,6） 

 

 非説明変数𝑌𝑖は、各町𝑖における地価公示価格である。説明変数𝑀𝑖𝑘は、6項目の管理不全

空き家の指標（以下、管理不全指標）である。ベクトル𝑋𝑖はその他の変数を意味する。𝜀𝑖
は誤差項で最小二乗法についての標準的な仮定を満たすこととする。 

第 3項 変数 

 赤池情報量基準によるモデル選択により、図 4のように説明変数（管理不全指標）を 14

項目から 6項目に選定した。最終的な説明変数は表 4 の通りである。いくつかの説明変数

が脱落した理由として、その管理不全指標に該当する空き家数が極端に少なかったり、0

である町が複数あったりしたこと、逆に該当する空き家数が多く、どの町にも普遍的に見

られたため地価に差を与えなかったことも考えられる。 
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図 4 赤池情報量基準によるモデル選択 

 
（筆者作成） 

 

表 4 回帰モデル式（1）の説明変数（管理不全指標） 

 
（筆者作成） 

 

  

また、その他の変数として、利便性の観点から地価に正の影響を与えると考えられる最

寄り駅から大阪駅までの鉄道所要時間、最寄り駅までの距離、人口、そして周辺の影響を

考慮するため隣接する町の平均管理不全空き家率を加えた。各変数の作成方法は図 5 の通

りである。 
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図 5 回帰モデル式（1）における各変数の作成方法 

 
（筆者作成） 

 

表 5 管理不全指標に該当する状態の選択肢 

 
（筆者作成） 

第 4項 推定結果と結果の解釈 

 回帰モデル式（1）の推定結果は表 6の通りである。表 6は、住宅の割合が限界的に 1

（100%）増えたという非現実的な状況を示している。そのため、表 7では住宅の割合が限

界的に 0.01（1%）増えた場合の結果を示す。 
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表 6 回帰モデル式（1）推定結果2 

  
（筆者作成） 

 

表 7 回帰モデル式（1）の推定結果（係数×0.01） 

 
（筆者作成） 

                                                      

2 クラスターロバストな標準誤差を使用 
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 以下では有意水準が 10%以下の係数の解釈を行なう。 

 まず、「窓ガラスの状況」、「その他破損個所」は予想通り、地価に負の影響を与える

ことが分かった。特徴として、他の管理不全指標と比較して、一目で管理不全な状態だと

分かる要素であることが挙げられる。また、破損は、治安や街の荒廃により悪影響を与え

る要素だと考えられる。そして、「最寄り駅から大阪駅までの鉄道所要時間」、「最寄り

駅までの距離」も予想通り、地価に有意に負の影響を与えるという結果を得た。利便性が

地価に影響を与えていると考えられる。 

 いくつかの変数は予想に反して、地価に有意に正の影響を与えるという結果を得た。モ

デルの脆弱性によるものが主たる理由であると考えるが、他に考えられる理由を述べる。

まず、「雑草、立木の状況」という管理不全指標をもつ空き家は比較的多く、その中に、

地価に及ぼす負の影響が小さい、全体的な管理不全度が比較的低い住宅が存在している可

能性がある。次に、「屋根材の状況」という管理不全指標は、一目で分かる管理不全指標

と比較して、一般人の目視で確認することが難しいと考える。よって、管理不全な状態で

あっても地価に負の影響がでなかった可能性がある。また、「門、堀の状況」という管理

不全指標は、門や堀の存在を確認した後に判断される項目である。よって、門や堀が破損

していることよりも、門や堀が存在していること自体が地価に正の影響を与えているので

はないかと考える。なお、門や堀が全体的な管理不全を隠している可能性もある。そして、

「空き家法に基づき指導された住宅の割合」という管理不全指標は、「指導が行なわれる

ほど管理不全状態が深刻な住宅」を意図して加えた変数である。しかし、管理不全空き家

の指導がされるような町はそのような空き家があると困る、地価が高い町である可能性が

考えられる。最後に、「人口」も予想に反して、地価に有意に負の影響を与えるという結

果を得た。住宅の供給過剰が発生し、空き家が多く地価が下落している可能性が考えられ

る。 

「隣接する町の平均管理不全空き家率」は統計的に有意な結果を得ることができなかっ

た。理由としてデータの制約上、分析対象の町が限定されていたため全ての隣接する町の

影響を加えることができなかった点が挙げられる。 

第 5項 シミュレーション内容 

 前節で得た結果は限界的な変化であり、各説明変数の現状の水準が異なるため同様に扱

うのは適切ではない。そこで、前節で得た結果を元に、地価に有意に負の影響を与える管

理不全な状態が現状の平均水準から 10%減少した場合の地価の変化のシミュレーションを

行なった。手法は図 6の通りである。 

 

図 6 シミュレーション手法 

 
（筆者作成） 
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第 6項 シミュレーションの結果と解釈 

 シミュレーション結果は表 8の通りである。 

 

表 8 シミュレーション結果 

 
（筆者作成） 

 

 まず、弾力性は全体的にそれほど高くないが、地価変化量は数千円単位で変わることが

分かった。 

 地価変化量が大きい順に並べると、その他破損箇所（5314.03）、窓ガラス（1079.08）

となることが分かった。その他破損箇所をもつ住宅の割合が現状の平均水準から 10%減少

した場合、地価が 5000円近く上昇することは特筆すべき点である。 

第 4節 空き家の管理不全要因分析 

第 1項 検証仮説と分析対象 

 馬場, 他（2018）を参考に分析を行なう。現状分析や先行研究、先の管理不全空き家の

地価への影響の分析の結果を受け、空き家の管理不全な状態を引き起こす要因を分析する。

要因として着目するのは、行政が規制等により対策可能な住宅の利活用要素である。 

 本研究では、大阪府茨木市を対象に、空き家の管理不全要因を分析する。仮説は「住宅

の利活用に有利な要素がない空き家ほど、管理不全な状態になる」である。 

 分析対象は、2018年、茨木市全 169町の空家実態調査で「空家等と推定される物件」と

判定された一戸建てと長屋 1,104件である。計測誤差の小さな結果を得るため、分析 1で

は対象としなかった町も対象として分析を行なう。 

第 2項 分析モデル 

 分析手法として、順序ロジスティック回帰分析を用いる。被説明変数（合計管理不全ス

コア：後述）が 1から 5の値をとる順序変数であるため、モデルは以下を用いた。 

𝑌𝑖 = 𝛼 +∑𝛽𝑘𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑘

𝑘

𝑛=1

+ 𝛾𝑋𝑖 + 𝜀𝑖#(2)  

（k=1,...,5） 

 

 非説明変数𝑌𝑖は、各住宅𝑖における合計管理不全スコアである。説明変数𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑘は、5種

類の住宅利活用要素ダミーである。ベクトル𝑋𝑖はその他の変数である。𝑖は誤差項で最小二

乗法についての標準的な仮定を満たすこととする。 
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第 3項 変数 

 説明変数は表 9の通りである。 

 

表 9 回帰モデル式（2）の説明変数（住宅利活用要素ダミー） 

 
（筆者作成） 

 

 また、その他の変数として、住宅の条件の良し悪しに関わると考えられる住宅の構造、

階層を加えた。各変数の作成方法は図 7の通りである。 

 

図 7 回帰モデル式（2）における各変数の作成方法 

 
（筆者作成） 
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表 10 管理不全な状態の選択肢 

 
（筆者作成） 

 

表 11 住宅利活用要素を持たない選択肢 

 
（筆者作成） 

第 4項 推定結果と結果の解釈 

 モデル式（2）の推定結果は表 12の通りである。 

 

表 12 モデル式（2）推定結果 

 
（筆者作成） 



 

19 

 

 

 以下では有意水準が 10%以下の係数の解釈を行なう。 

 まず、「道路の傾斜」、「駐車場スペース」は予想通り、管理不全要因に有意に正の影

響を与えることが分かった。中古住宅市場上での価値を考慮すると、道路の傾斜の存在は

バリアフリー等の観点から、将来住みづらくなるとして避けられる要素なのではないかと

考えられる。また、駐車場スペースがないことは、車を使用したり車の購入を検討したり

している住宅購入者にとって非常に不便な要素であるといえる。 

 また、「構造」、「階数」も予想通り、管理不全要因に有意に負の影響を与えるという

結果を得た。構造に関して、非木造住宅（鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コン

クリート造）は耐火性・耐震性・耐久性に優れているといった特徴がある。 また、木造

に比べ新しい建築手法であるため、経過年数が比較的短いのではないかと考えられる。階

数に関して、住宅としての価値を考慮すると、階数が多くなると居住用として利用できる

面積が増えると考えられるため資産や中古住宅市場上の価値が上がるのではないかと考え

られる。 

 「道路の幅員」、「道路との高低差」、「間口の状況」は統計的に有意な結果を得るこ

とができなかった。理由として、「道路との高低差」や「間口の状況」は階段やスロープ

を設置することや、奥行きがあったり階数が多かったりする住宅を建てることで住宅の利

便性をある程度確保できるのではないかと考える。「道路の幅員」に関しては、馬場, 他

（2018）では有意に正とでていたため、地域差もしくはその他の変数不足による本モデル

の限界であると考える。 

 

第 4 章 政策提言 

 この章では現状分析と分析を踏まえ、全国の郊外都市に導入可能な管理不全空き家の解

消と発生予防政策の提言を行なう。 

 現状分析では、少子高齢化と人口減少の加速や制度的要因、中古住宅市場の脆弱性によ

り空き家の数は全国で急激に増加していること、管理不全空き家は、周辺地域の地価や環

境、治安に悪影響を与えている点から空き家問題の中でも特に重要視すべきであることを

述べた。そしてこの問題は、現段階で一定数以上の人口を抱えており、ニュータウンや密

集する宅地を複数抱えるような都市でより深刻化すると述べた。また、事務負担や空き家

対策にかかる費用等が原因となり、空き家および管理不全空き家対策は全国的導入に至っ

ておらず、また、対症療法的であることやまちづくりの観点がないことを問題視した。 

 分析 1より、管理不全指標の中でも、窓ガラスの破損やその他破損といった管理不全指

標をもつ住宅の割合が高い場合、その町の地価を有意に下げること、分析 2より、道路の

傾斜がある場合や駐車場スペースがない場合、その住宅が管理不全な状態になる傾向があ

ることが分かった。この分析結果を利用し、全国の郊外都市に導入可能な管理不全空き家

の解消と発生予防策として以下の政策提言の方向性を示す。 

 

【政策提言 1】 固定資産税の軽減措置解除基準の追加 

【政策提言 2】 特定空家等への行政措置に対する補助増額 
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【政策提言 3】 公営住宅建設の際の覚書作成および新築住宅を建設する住民への周知 

 

 まず、「周辺の生活環境の保全を図るために必要（特定空家等の判断基準）」でなくて

も、管理不全空き家の発生予防策を行なうための新たな基準として、「窓ガラスの破損お

よびその他破損」に着目した固定資産税の軽減措置解除基準の追加と実施を提言する。空

き家対策に関する各行政措置の現状分析によると、固定資産税の軽減措置解除は新潟県見

附市で行なわれており一定の成果を上げているため実現は可能であると考える。これによ

り、深刻な管理不全空き家の発生予防が期待できる（政策提言 1）。次に、先に述べた政

策提言 1により発生すると考えられる、税率増加の手続及び行政措置事務負担・費用等を

軽減するため、特定空家等への行政措置に対する補助増額を提言する（政策提言 2）。最

後に、中古住宅市場を活性化し、空き家数の増加と管理不全空き家の発生を予防するため、

「道路との傾斜および駐車場スペース」を考慮した公営住宅建設の際の覚書作成および新

築住宅を建設する住民への周知を提言する。そして、このような需要が見込める住宅を立

地条件の良い中心市街地に建設するような誘導を追加的に行なうことで、人口や地価増加

を見込める魅力的なまちづくりや、コンパクトシティの形成が期待できる（政策提言 3）。

以上から、管理不全空き家の解消と発生予防、そして今後の人口減少に対応可能な都市づ

くりを実現する。政策提言の概観は図 8の通りである。 
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図 8 政策提言の概観 
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（筆者作成） 

第 5 章 おわりに 

 本稿では、空き家問題の中でも周辺地域の地価や環境、治安に悪影響を与えている管理

不全空き家に着目し分析を行なった。 

 少子高齢化などにより空き家の数は急激に増加していることが分かった。にも拘わらず、

空き家対策は全国的導入に至っておらず、また、対策は対症療法的であり、管理不全空き

家の発生予防やまちづくりの観点がないことを把握した。分析 1では、窓ガラスの破損や

その他破損といった管理不全指標をもつ住宅の割合が高いとその町の地価を有意に下げる

こと、分析 2では、道路の傾斜がある場合や駐車場スペースがない場合、その住宅が管理

不全な状態になる傾向があることを明らかにした。この分析結果を利用し、全国的に導入

可能な管理不全空き家問題の解消と発生予防策として、固定資産税軽減措置解除基準の追

加、特定空家等への行政措置に対する補助増額、公営住宅建設の際の覚書作成および新築

住宅を建設する住民への周知を提言した。 

 課題として、以下の 2点が挙げられる。1つ目は、データやモデルの信頼性の問題であ

る。分析 1ではデータの制約上、茨木市における全ての町を対象に地価の分析を行なうこ

とができなかった。分析 2では、より綿密に住宅利活用要素が与える影響のみを分析する

ために、管理不全に影響を与えると考えられる築年数や床面積、市街化の時期といったそ

の他の要因をコントロールすることが望ましい。2つ目は、政策提言の対象が土地の市場

流通性に優れる郊外都市に限定されたことである。深刻な過疎地域等における管理不全空
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き家の悪影響を十分に捉えることができなかった。これは今後の研究で明らかにしていき

たい。 

 最後に、本研究が管理不全空き家問題の解消と予防に寄与し、今後の人口減少に対応し

た持続可能な都市の実現の一助となることを願い、本稿の締めとする。 
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付録 

 

表 13 回帰モデル式（1）における各変数の記述統計量 

 
 （筆者作成） 

 

表 14 回帰モデル式（1）における変数作成の際に使用した 

総住宅数および管理不全指標に該当する状態の空き家数の記述統計量 

 
（筆者作成） 

 



 

25 

 

  

 

表 15 分析 1データ出典 

 

（筆者作成） 

 

表 16 回帰モデル式（2）における各変数の記述統計量 

 
（筆者作成） 

 

表 17 回帰モデル式（2）における変数作成の際に使用した管理不全な状態の記述統計量 

 
（筆者作成） 

 

  



 

26 

 

表 18 分析 2データ出典 

 
（筆者作成） 
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